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香川県福祉サービス第三者評価の結果 

 

◎ 第三者評価機関 

名 称 一般社団法人 香川県福祉サービス評価機構 

所在地 高松市塩上町二丁目１－２４ 

評価調査

者 

① Ｈ２３－Ｙ０１４ 

② Ｈ２９－Ｙ００２ 

 

１ 施設・事業所情報 

（１）施設・事業所概要 

事業所名称：みさごデイサービスセンター 

（施設長） 池本 裕子 

種別：通所介護 

代表者氏名：理事長 森岡 敬介 

（管理者） 施設長 池本 裕子 

開設年月日：平成１８年３月１日 

設置主体：医療法人社団 静楓会 定員：３０名 

（利用人数）約１５名 

所在地：〒７６９－２９０１ 

    東かがわ市引田２０３番地1 

連絡先電話番号： 

０８７９－２３－８０２２ 

FAX番号： 

０８７９－３３－５６１６ 

ホームページアドレス 無 

 

（2）基本情報 

サービス内容（事業内容） 施設の主な行事 

指定通所介護、日常生活支援総合事業 誕生日会、各種季節行事 

居室形態及び居室数 居室以外の施設設備の概要 

和室・洋室 計６室 施設：機能訓練室（大、小各１）、介

護用浴室（個室、大浴場各１）、介護

用トイレ、台所、リビングルームほか 

設備等：リハビリテーテョン機器、食

卓・椅子、テレビほか 

職員の配置 
 

（常勤・非常勤は分けて記載すること） 

常勤 計６名、非常勤 計４名 

 うち専門職種 常勤 非常勤 計 

 介護福祉士 １（兼務）  １（兼務） 

 准看護師 １（兼務） １ ２（兼務） 

 社会福祉主事 １（兼務）  １（兼務） 
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２ 理念・基本方針 

人類とわずかな生き物だけに許された「老後」と言う時間。「老後」を

生きる人々は社会に対してどのような役割を担っているのか、「老後」以

外の人々にとってどのような存在意義があるのか。その答えを模索するな

かで、社会の進化や人々の情操の育成にとっての「老後」の価値を見出し

ていく。それは正に「老後」を生きる人々の誇りと自信つまり自己肯定感

につながっていく。そこで、当施設では単に「命は大切」だからではなく、

「価値ある存在」だからこその奉仕に努める。 

 

３ 施設・事業所の特徴的な取組 

・利用者一人ひとりの状態や意向に応じて、個別的で丁寧な支援を実施し

ている。 

・母体法人において診療所を運営しているため、利用者の体調変化時に迅

速に医師の指示を受けることができる。 

・施設の定員に対し利用人数が少ないため、利用者は施設内を広々と利用

できるほか、職員とのコミュニケーションが図りやすい。 

 

４ 第三者評価の受審状況  

評価実施期間 令和６年４月１８日（契約日） ～ 

令和６年１０月８日（評価結果確定日） 

受審回数（前回の受審時期） 初受審 

 

５ 評価結果総評（利用者調査結果を含む。）  

◆特に評価の高い点 

【利用者一人ひとりの状態や意向に応じて、個別的で丁寧な支援を実施し

ている。】                              

 職員は、定期的な研修や勉強会により福祉サービスの質の向上に努めて

いるほか、利用者の心身の状態を把握するよう常に配慮しており、利用者

一人ひとりの障害の程度に応じた支援はもちろんのこと、その時の心身の

状態や意向を把握して柔軟に支援するよう心掛けている。利用者調査から

も、職員の細かな気配りについて高く評価している様子が伺われた。広々

とした綺麗な施設と丁寧な介護支援が受けられる環境は、利用者にとって

高い満足度をもたらしている。                     

 

◆特に改善を求められる点 

【施設を取り巻く環境や経営状況をふまえた、実効性の高い事業計画の策

定がなされることを期待したい。】                  

 事業の目的や運営方針は明確化されており、福祉サービスの提供に必要

な文書やケアプラン、行事計画は策定されているものの、中・長期、単年

度ともに事業運営について明記した「事業計画」は策定されていない。よ

り安定した施設運営を継続するためにも、施設を取り巻く環境や経営状況

をふまえた、実効性の高い事業計画の策定がなされることを期待したい。                      
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６ 第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント  

聞き取り調査を受けたことにより、自分なりの気づきや着手すべきこと、

今、できることに少しでも取り組めるよう努力していきたいと思っていま

す。 

 

７ 評価分類別評価内容  

評価対象Ⅰ 

 

 

１ 理念・基本方針 

理念・基本方針は、「事業の目的」「運営の方針」

として明文化されている。今後は、分かりやすく説

明した資料を作成する等、利用者や家族の周知に向

けたより一層の取り組みに期待したい。 

２ 経営状況の把握 

法人代表者が主体となって経営状況を把握・分析し

ている。今後は、職員に対して周知する、職員も参

画して施設を取り巻く環境や状況の把握に努める

等、より的確に把握・分析できるような体制が構築

されることを期待したい。 

３ 事業計画の策定 

運営規定やケアプラン等、福祉サービスの提供に必

要な文書や計画は策定されているが、今後は、中・

長期、単年度ともに策定されることを期待したい。 

４ 福祉サービスの

質の向上への組織

的・計画的な取組 

福祉サービスの質の向上のため、計画的に研修・勉

強会を実施している。今後は、把握した課題の改善

計画や第三者評価の活用等、より一層の取り組みに

期待したい。 

評価対象Ⅱ 

 

１ 管理者の責任と  

リーダーシップ 

施設長は、自らの役割と責任を明文化し、業務に必

要な情報の収集や法令遵守に努めている。今後は、

経営面を含めた事業運営においてもリーダーシップ

が発揮されるよう、さらなる取り組みに期待したい。 

２ 福祉人材の確

保・育成 

主に法人代表者が総合的な人事管理を行っている。

今後は、「期待する職員像」を明確化する、職員が

参画して人材確保・育成計画を策定する等、より実

効性の高い福祉人材の確保・育成が行われることを

期待したい。 
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３ 運営の透明性の

確保 

基本的な情報については、香川県や関係機関のホー

ムページから確認することができる。今後は、パン

フレットの配布やホームページの活用等、運営の透

明性のための積極的な取り組みに期待したい。 

４ 地域との交流・

地域貢献 

今後は、かつて行われていた近隣の保育園や高校と

の交流に替わる、より良い方法を模索することによ

り、地域との積極的な交流が再開されることを期待

したい。 

評価対象Ⅲ 

 

１ 利用者本位の福

祉サービス 

個別的で丁寧な支援を実施しており、利用者調査か

らも高い満足度が伺われた。しかし、苦情箱の活用

や相談体制の周知等、さらなる改善の余地があるこ

とから、今後の取り組みに期待したい。 

２ 福祉サービスの

質の確保 

標準的な実施方法をマニュアル化し、研修や勉強会

を通じて職員間で共通理解を図っている。アセスメ

ントの実施やケアプランの策定においても、標準的

な実施方法・体制が構築されている。 

内容評価基準 

 

Ａ－１ 

生活支援の基本と権

利擁護 

利用者本位の福祉サービスの提供を基本としてい

る。利用者一人ひとりの意向を丁寧に確認し、利用

者の心身の状態や意向に応じて、柔軟に支援するよ

う努めている。 

Ａ－２ 

環境の整備 

施設内は全体的に清潔で明るい雰囲気が保たれてお

り、利用者がくつろいで過ごせる環境となっている。

利用者調査からも、快適に施設で過ごせている様子

が伺われた。 

Ａ－３ 

生活支援 

利用者一人ひとりの障害の程度や心身の状態に応じ

た支援ができるよう、丁寧な生活支援を行っている。

口腔ケアや今後想定される中程度以上の褥瘡予防に

ついても、積極的な取り組みがなされることを期待

したい。 
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Ａ－４ 

家族等との連携 

利用者の家族に対し、連絡ノートや電話・メール、

送迎時や面談での口頭伝達等、複数の手段を用いて

施設での支援の内容を報告している。今後は、家族

支援の内容を記録する、家族の心身の状況に配慮し

た助言を行う等、より一層の取り組みに期待したい。 

Ａ－４ 

サービス提供体制 

定期的な研修会・勉強会を実施し、福祉サービスの

実施方法や手順等を職員に周知徹底しているほか、

ケアマネージャーや主治医等の外部専門家の意見や

助言を取り入れている。良質な福祉サービスを継続

して提供できるよう、体制を構築している。 

 

８ 別紙「第三者評価結果報告書（詳細）」のとおり 
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